
 

大和市青少年センター条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２９年１２月２７日 

大和市長 大 木  哲 

 

大和市条例第１８号 

大和市青少年センター条例の一部を改正する条例 

大和市青少年センター条例（平成８年大和市条例第１５号）の一部を次のように改正

する。 

第２条第２項第２号中「大和市中央一丁目５番１４号」を「大和市深見西一丁目２番

１７号」に改める。 

附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

 


